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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
と
も
な
う
事
業
者
支
援
の
一
時
金
等
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
と
も
な
う
事
業
者
支
援
の
一
時
金
等
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
に
対
す
る
協
力
金
等
の
対
象
外
と
な
る
事
業
者
に
対
し
て

も
、
令
和
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
等
を
活
用
し
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
持
続
化
給
付
金
及
び
家
賃
支
援
給
付
金
を
再
度
給
付
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
令
和
二
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
等
を
活
用
し
、
事
業
者
の
事
業
継
続
や
雇
用
維
持
を
図
る
た
め
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束
が
見
込
ま
れ
る
ま
で
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
一
日
当
た
り
の
支
給
の
上
限
額
を
最
大
で
一
万
五
千
円
に
す
る
こ
と
、
助
成
率
を
最
大
で
十
分
の
十
に
引
き
上

げ
る
こ
と
等
の
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
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年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
三
年
一
月
七
日
に
発
出

し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
（
以
下
「
緊
急
事
態
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
五
項
に

規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
た
日
（
以
下
「
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
」
と
い
う
。
）
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
か
ら
は
、
雇

用
情
勢
が
大
き
く
悪
化
し
な
い
限
り
、
当
該
特
例
措
置
は
段
階
的
に
縮
減
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
、
雇
用
情
勢

等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
に
対
す
る
協
力
金
等
と
一
時
支
援
金
は
、
趣
旨
が
異
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
不
公
平
だ
」
と
の
批
判
は
当
た
ら
ず
、
一
時
支
援
金
の
上
限
額
を
引
き
上
げ

る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

一
時
支
援
金
の
具
体
的
な
給
付
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
人
流
が
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減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
売
上
げ
が
減
っ
た
事
業
者
に
製
品
を
納
入
す
る
、
製
造
事
業
者
な
ど
」
に
つ
い
て
も
、
不
要
不
急

の
外
出
及
び
移
動
の
自
粛
に
よ
る
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
事
業
者
と
し
て
、
一
時
支
援
金
の
給
付
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
過
去
一
年
以
内
の
新
規
創
業
の
事
業
者
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
持
続
化
給
付
金
の
例
も
参
考
に
し
つ
つ
、

現
在
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
時
短
協
力
金
の
一
律
、
一
日
六
万
円
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に
お
け
る
「
協
力
要
請
推
進
枠
」
の
交
付
限
度
額
の
算
定
に
お
い
て
、
「
対
象
者
に
給
付
す
る
一

日
あ
た
り
の
協
力
金
等
の
金
額
・
・
・
に
当
該
対
象
者
が
要
請
等
に
応
じ
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
用
い
て
お
り
、
当

該
算
定
に
お
け
る
「
対
象
者
に
給
付
す
る
一
日
あ
た
り
の
協
力
金
等
の
金
額
」
の
上
限
（
以
下
「
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
、

緊
急
事
態
宣
言
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
措
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
六
万
円
、
当
該

区
域
以
外
の
区
域
に
つ
い
て
は
四
万
円
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 



 

４ 

 

 
 

営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
に
対
す
る
協
力
金
等
の
金
額
は
、
事
業
規
模
等
に
応
じ
て
異
な
る
も
の
と
す

る
か
ど
う
か
を
含
め
、
地
方
公
共
団
体
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
上
限
額
の
範
囲
内
で
地
方
公
共
団
体

を
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
政
府
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
が
、
事
業
者
の
店

舗
の
数
に
応
じ
て
給
付
を
行
っ
て
お
り
、
事
業
規
模
に
も
配
慮
し
た
支
援
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
令
和
三
年
二
月
一
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）
の
十
三
及
び
「
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
令
和
三
年
二
月
三
日
参
議
院

内
閣
委
員
会
）
の
十
三
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 


